
平成２７年度第１回北区総合教育会議次第

日時：平成2７年５月１２日（火）午前１１時 

場所：北区議会第2委員会室 

（北区役所第一庁舎４階） 

１．開会 

２．会議事項 

（１）「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正概要及び 

総合教育会議の設置について 

（２）北区における教育の課題について 

（３）北区における子育て施策の課題について 

（４）その他 

３．閉会 
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            北区総合教育会議設置要綱（案）

２ ７北政企第１１１５号

平成２７年４月２８日区長決裁

（設置）

第１条 区長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「法」という。）第１条の４第１項の規定に基づき、区長と東京都北区教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が、円滑に意思疎通を図り、教育目標を共有しながら、連携

して教育行政を推進していくため、北区総合教育会議（以下「会議」という。）を設置す

る。

（所掌事項）

第２条 会議において、法第１条の４第１項の規定による協議及び次に掲げる事項につい

ての協議並びにこれらに関する次条に掲げる構成員の事務の調整を行う。

（１）教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情を踏まえた教育、学術及び文

化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

（２）児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

（３）その他、教育目標を達成するために必要な事項

（構成）

第３条 会議は、区長と教育委員会をもって構成する。

（会議）

第４条 会議は、区長が招集する。

２ 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、

区長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

（意見聴取）

第５条 会議において、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学

識経験を有するものの出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くこと

ができる。

（会議の公開）

第６条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認め

るとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要がある

と認めるときには、この限りでない。

（傍聴）

第７条 会議を傍聴しようとする者は、区長の許可を得なければならない。



（議事録）

第８条 区長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものと

する。ただし、特段の理由があるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることが

できる。

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示しなければならない。

（結果）

第９条 会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員

は、その調整結果を尊重しなければならない。

（事務局）

第１０条 会議の事務局を、政策経営部企画課に置く。

（補足）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

付 則

この要綱は、平成２７年５月１２日から施行する。



幼稚園・保育園歳児別在籍数　（北区民のみ）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 総計 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 総計 対２１年 増減率

日本人人口 (各年4月１日現在） 2,267     2,173     2,202     2,005     2,046     2,114     12,807   2,519     2,355     2,319     2,282     2,192     2,141     13,808 1,001 8%

外国人人口 (各年4月１日現在） 110       107       98         99         93         59         566       138       155       130       91         96         103       713 147 26%

総人口（Ａ） (各年4月１日現在） 2,377     2,280     2,300     2,104     2,139     2,173     13,373   2,657     2,510     2,449     2,373     2,288     2,244     14,521   1,148     9%

-          -          -          -          165       187       352       144       161       305       -47       -13%

北区内施設 -          -          5          868       921       970       2,764     955       929       889       2,773 9 0%

北区外施設 -          -          -          55         71         80         206       63         62         62         187 -19 -9%

外国人学校 -          -          -          -          1          3          4          -          -          -          4          7          7          18         14         350%

北区内施設 248       499       601       633       3,238     346       733       815       771       4,161 923 29%

北区外施設 3          3          3          3          7          6          25         -          2          1          5          5          7          20 -5 -20%

北区内施設 99         175       214       219       1,124     157       297       321       278       1,583 459 41%

北区外施設 -          4          8          8          15         11         46         -          -          2          5          4          10         21 -25 -54%

北区内施設 2          14         16         2          1          -          35         37         60         56         1          154       119       340%

北区外施設 5          7          5          4          3          -          24         10         9          11         2          2          3          37         13         54%

北区内施設 16         25         19         -          -          -          60         4          3          5          12         -48       -80%

北区外施設 -          2          3          -          -          -          5          -          3          1          4          -1         -20%

家庭福祉員 3          9          4          -          -          -          16         8          14         15         37         21         131%

376       738       878       1,792     7,899     562       1,121     1,227     2,084     9,312     1,413     18%

2,001     1,542     1,422     312       5,474     2,095     1,389     1,222     289       5,209     -265     -5%

15.82% 32.37% 38.17% 85.17% 21.15% 44.66% 50.10% 87.82% 0          9%

-

（参考） 総人口 319,186 総人口 320,165 979 0%

※平成２１年の日本人人口は住民基本台帳人口、外国人人口は外国人登録人口。
※区立幼稚園は「行政資料集」より（５月１日現在）
※私立幼稚園は「私立幼稚園等園児数調査」より（５月１日現在）
※外国人学校は、「外国人学校児童・生徒等保護者負担軽減補助金」の補助実績。
※公立保育園、私立保育園、認証保育所等の北区内施設は「行政資料集」より（４月１日現在）
※公立保育園、私立保育園の北区外施設は「事務事業の概要と現況」より。
※保育室（H24～定期利用保育施設）の区外利用者は、「認証保育所等保育料補助」の補助利用者数。

年月 平成21年4月1日

施設　　　　　　年齢

区立幼稚園

平成26年4月1日

64.13%
38.21% 92.72%

1,496

530

95.28%

4,318

214

私立幼稚園

公立保育園

私立保育園

認証保育所

保育室（～H23）
定期利用保育
施設（H24～）

1,257

417

4,115

施設利用率（Ａ／Ｂ） 59.07%
28.63% 92.07%

95.43%

その他ｻｰﾋﾞｽ利用及び在宅児数（Ａ-Ｂ）

利用者数合計（Ｂ）

197
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１．子ども・子育て支援新制度の概要
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１．子ども・子育て支援新制度の概要
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１．子ども・子育て支援新制度の概要



新制度と各施設の関係性

新制度に
移行しない
幼稚園

幼稚園 認可保育所 家庭的保育 事業所内保育

新制度に
移行する
幼稚園

保育所

認定こども園
幼保連携型（旧）、幼稚園型、
保育所型、地方裁量型

認定こども園
幼保連携型（新）、幼稚
園型、保育所型、地方
裁量型

地域型保育
事業
家庭的保育、小規
模保育、居宅訪問
型保育、事業所内
保育

認可外保育施設

認可外
保育施設

4

「移行しない」申し出
※「 み な し 確 認 」 や 施 設 変 更 を す る こ と で 移 行

地域の子どもを受
け入れる場合

基準を満たした場合

施設型給付・地域型保育給付私学助成
就園奨励費

新旧制度が混然一体

⇒例外規定や経過措置が大量に存在

基準を満たさない場合

１．子ども・子育て支援新制度の概要


